
大
正
田
帽
胃
E
=
十
一
四
回
胃
=
一
理
由
恒
柚
喧
可
【
恒
周
一
圃
一
回
曹
骨
}

量

調

砦

車

銀
行
秘
密
の
維
持
さ
所
得
税
・
・
・
・
法
肇
博
士

遍
本
居
宣
長
の
経
済
思
想
・
・
・
・
・
・
空
襲
博
士

フ
利
子
に
於
け
る
勢
力
の
作
用
・
・
-
女
高
士

斗
日
本
の
家
族
制
度
三
民
法
・
・
・
・
・
・

2
牢博士

|

-

識

苑

ふ
へ
肌
出
口
附
い
て
・
・
・
'

a

a

-

酌
・
刷
州
問
訓
郡
土

工
業
三
商
業
さ
の
交
渉
・
・
・
・
・
・
経
済
事
土

雑

録

所
得
分
配
統
計
の
研
究
方
法
・
・
・
・
・
経
滞
皐
博
士

京
都
市
に
於
け
る
消
費
組
合
・
・
・
-
経
漕
皐
土

金
三
物
債
さ
の
閥
係
に
就
て
・
・
・
・
経
済
率
土

当
g
H
2
∞
g
E
の
二
著
・
・
・
・
・
法
皐
博
士

法

令

郵
便
貯
金
利
子
割
合
ノ
件
中
吹
正
・
米
殺
法
第
二
傑
ノ
規
定
ヲ
樺
太
=
施
行
ス
ル
ノ
件
・
米
穀
法
第
二
傑
ノ
規
定

-
一
依
リ
米
及
籾
ノ
輸
入
税
増
加
ノ
件
・
昭
和
三
年
勅
令
第
二
十
二
披
米
殺
法
第
二
傑
ノ
規
定
品
依
ル
米
及
籾
ノ
輸

入
制
限
=
閥
ス
ル
件
中
改
正
・
無
議
業
法
ヲ
樺
太
=
施
行
ス
ル
ノ
件

附

録

新
着
外
閉
経
済
雑
誌
主
要
論
題

本
誌
第
三
十
一
巻
網
目
録

一月二二+年::1':己>1'P 昭辛子理安日

ーー

議

軍

糟
紳

戸

正

雄

本

庄

柴

治

郎

高

田

保

馬

三

浦

周

行

磯崎

部，1，11 

虎
一
一

世

品

目

一
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円ず~口二二

治郎彦郎



義

務

所
得
分
配
統
計
の
研
究
方
法

i~担

郎

見

岨
畑
叩
所
得
分
配
統
計
の
研
究

第
十
九
回
圃
際
統
計
協
曾
曾
議
に
於

τは
m

組
問
多
め
安
直
な

る
研
究
が
褒
表
せ
ら
れ
大
の
で
あ
る
が
、
第
二
部
の
経
済
統
計

の
部
門
に
於
て
は

r
gロ
ロ

c
z
E
2
Z
教
授
の

り
-
o
H
)目
的

4

宮
岳
山
門
田
自
由
回
目
。
ふ
2

民ロ
r
o
E
E
g
g
g
z
m
z
r
が
出
色
あ
る
研
究

の
一
つ
で
あ
る

o
F
4
2
F
2
5
2
-
R
教
授
の
此
研
究
ぞ
動

機
と
し
て
、
我
が
統
計
事
界
に
於
て
も
所
得
分
配
統
計
の
理
論

的
及
び
貨
際
的
の
雨
方
面
に
針
し
相
嘗
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た

い
も
の
で
あ
る
。

我
図
の
所
得
分
配
統
計
や
研
究
す
る
に
際
し
、
利
用
し
得
.
へ

き
唯
一
の
材
糾
は
第
三
種
所
得
税
に
闘
す
る
統
計
で
あ
る
。
従

っ
て
我
闘
の
所
得
分
配
統
計
そ
研
究
す
る
に
嘗
り
で
は
、
先
つ

議

員量

所
得
分
間
統
計
四
研
究
方
法

第
三
種
所
得
殺
の
内
察
h
q
明
か
に
し
以
て
数
字
め
性
質
仁
闘
す

る
疋
営
の
理
解
を
得
て
置
〈
必
要
が
あ
る
。
我
が
第
三
種
所
得

設
が
沿
革
的
に
如
何
な
る
内
容
を
有
し
て
ゐ
る
か
、
夏
F
L
第

種
所
得
税
の
統
計
を
根
擦
と
す
る
と
大
都
市
に
於
て
は
金
問
と

異
り
如
何
な
る
所
得
分
配
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
か
の
問
題
に

Jコィコ
ナこ3、h 、
。'て

は

本
年ー
の
統
計
時
報

~r.

て
詳
申旧

扱j

dつ

の
で
あ

最
近
に
r
L
h
d
・
知
一
一
一
枝
川
得
税
ド
湘
・
7
'仙
東
日
視
し
き
統
計

数
字
セ
手
に
す
る
を
得
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
此
等
の
数
字
を

基
礎
と
し
て
、
我
閣
の
所
得
分
配
統
計
冶
扱
ふ
に
営
・
り
、
如
何

な
る
結
巻
注
意
す
べ
き
ゃ
を
研
究
し
大
い
の
で
あ
る
。

第
二

第
三
種
所
得
の
内
容

現
行
の
所
得
税
法
は
大
正
九
年
七
月
三
十
一
日
法
律
第
十

務
で
あ
る
が
、
共
後
、
大
正
十
一
年
、
大
正
十
二
年
、
大
正
十

五
年
に
改
正
せ
ら
れ
大

E
十
五
年
三
月
二
十
七
日
法
律
第
八
競

が
最
近
の
改

E
で
あ
る
。
故
に
私
の
研
究
ち
問
題
を
大

E
十
五

年
以
後
じ
限
る
事
と
す
る
。

我
図
に
始
め
て
所
得
税
が
採
用
せ
ら
れ
し
明
治
二
十
年
頃
に

第
三
+
一
巻

第
六
時
制

八
八
五

一
一
九

拙稿:大都市市民の貧富の懸隔1) 



華住

銀

所
得
分
配
統
計
の
研
究
方
法

於
て
は
、
所
得
税
法
は
頗
る
簡
軍
な
も
の
で
あ
っ
仁
。
共
後
、

税
法
の
改
正
が
行
は
る
る
匁
に
所
得
税
は
複
雑
を
加
へ
に
の
で

あ
る
が
、
特
に
第
三
種
所
得
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
三
一
瓢
を

注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

( 

一) 

先
つ
第
一
に
一
任
志
す
べ
き
は
、
第
三
種
所
得
の
意
味

で
あ
る
。
所
得
税
法
第
一
二
俸
は
、
第
二
種
所
得
に
風
せ
ざ
る
個

人
一
の
附
仰
や
卸
一
一
一
都
問
料
止
し
、
ウ
へ
じ
4
q
八
の
如
青
山
ι誌
な
下
し

て
ゐ
る
c

第
三
傑
所
得
枕
ハ
左
ノ
所
得
品
付
之
ヲ
賦
課
ス

第
一
一
樺

甲
法
人
ノ
普
通
所
得

乙
法
人
ノ
超
過
所
得

丙
法
人
ノ
清
算
所
得

第
二
種

甲
本
法
施
行
地
ユ
於
テ
支
扮
ヲ
受
ク
ル
公
債
枇
債
若
ハ
銀
行

預
金
ノ
利
子
又
ハ
貸
付
信
話
ノ
利
盆

第
一
篠
ノ
規
定
二
訟
常
世
サ
ル
者
ノ
本
法
施
行
地
=
末
広

又
ハ
主
タ
ル
事
務
所
ヲ
宥
λ

L

F

法
人
ヨ
リ
受
ク
ル
利
金
若

ハ
利
息
ノ
配
官
、
瓢
絵
金
ノ
分
間
叉
F

利
盆
若
戸
一
剰
後
金

ノ
山
崎
分
タ
ル
賞
輿
若
月
賞
典
ノ
性
質
ヲ
宥
λ

L

W

給
興

乙

第
三
十
一
容

入
八
六

第
六
披

一
二

O

第
三
一
使

第
二
種
二
臆
セ
サ
ル
個
人
ノ
所
得

故
に
配
首
せ
ら
れ
ざ
る
法
人
の
利
盆
と
か
、
地
方
債
の
利
子
、

銀
行
の
定
期
預
金
の
利
子
の
如
き
、
第
一
種
所
得
叉
は
第
二
種

所
符
と
し
て
課
税
せ
ら
る
る
も
第
三
種
所
得
の
中
広
は
包
含
せ

ら
れ
宇
、
従
っ
て
所
約
分
配
統
計
の
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
克
に
合
法
的
又
は
非
合
法
的
に
所
得
税
統
計
の
範
闘
外
じ

あ
ゐ
も
の
b
所
作
分
配
統
計
に
計
算
せ
ら
れ
な
い
の
で
お
ら
に

例
へ
ば
所
得
税
守
逝
股
せ
る
所
得
は
非
合
法
的
仁
所
符
税
統
計

の
外
に
あ
り
、
叉
課
税
最
低
限
以
下
の
所
得
と
か
、
国
債
の
利

子
の
如
き
、
性
質
上
所
得
税
を
謀
せ
ざ
る
も
の
は
合
法
的
に
所

得
分
配
統
計
の
外
じ
あ
る
賓
例
で
あ
る
。

( 

ーー) 

更
に
考
ふ
べ
き
は
、
第
十
四
僚
の
定
む
る
第
三
種
用

相
刊
の
計
算
方
法
で
あ
る
。
第
十
四
僚
に
て
注
目
す
べ
き
は
、
暗
胤

算
主
義
の
代
り
に
資
蹟
主
義
ぞ
原
則
と
し
て
採
用
せ
る
事
と
曾

枇
よ
り
の
配
蛍
余
の
六
割
の
み
に
課
税
せ
る
事
と
で
あ
る
。

第
十
閉
山
肱

第
三
種
ノ
所
得
ハ
左
F

各
政
F

規
定
一
一
依
'
之
ヲ
算
出

フζ

付
営
業
-
一
非
サ
ル
貸
金
ノ
利
子
蛇
第
二
種
F

所
得
-
一
層
セ
ザ
ル



凶

公
債
、
祉
債
及
預
金
ノ
利
子
ハ
前
年
中
ノ
牧
入
金
額

山
林
ノ
所
得
ハ
前
年
中
ノ
総
収
入
金
額
ヨ
日
必
要
ノ
経
費
ヲ

控
除
U

タ
ル
金
額

賞
典
又
ハ
賞
典
ノ
性
質
ヲ
有
λ

ル
給
輿
目
前
年
三
月
一
日
ヨ

リ
其
ノ
年
二
月
末
日
迄
ノ
峨
入
金
額

法
人
ヨ
H
受
グ
ル
利
盆
若
ハ
利
息
ノ
国
常
叉
ハ
剰
品
開
金
ノ
分

割
ハ
前
年
三
月
一
日
ヨ
リ
其
ノ
年
二
月
末
日
迄
ノ
収
入
金
額

(
無
記
名
株
式
ノ
配
常
=
付
一
ア
ハ
支
排
ヲ
祖
父
ウ
ダ
ル
金
額
)
ヨ

リ
其
ノ
十
分
ノ
問
ヲ
控
除
シ
タ
ル
令
都

俸
給
、
給
料
、
歳
賞
、
年
金
、
恩
給
、
退
燃
料
及
此
等
ノ
性

質
7
冶
ス
ル
給
照
二
例
年
中
ノ
収
入
金
制
但

ν
前
年
目
月
一

日
ヨ
ヲ
引
繍
キ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
ユ
非
サ
ル
モ
ノ
ユ
付
テ
ハ

其
ノ
年
ノ
換
算
年
額

前
各
競
以
外
ノ
所
得
ハ
前
年
中
ノ
鳩
此
入
金
額
ヨ
ヲ
必
要
ノ

経
費
ア
控
除
シ
タ
ル
金
繍
但
シ
前
年
一
月
一
日
ヨ
リ
引
縄
キ

有
シ
タ
ル
ヱ
弗
+
ル
資
産
、
替
業
又
ハ
職
業
ノ
所
得
ユ
付
テ

ハ
其
ノ
年
ノ
珠
算
年
額

(
以
下
略
)

:ri ~
ノ、

原
則
と
し
て
質
蹟
主
義
を
採
用
せ
る
結
岡
市
と
し
て
、
所
得
分

配
統
計
は
一
年
前
の
所
得
の
分
配
欣
態
告
示
す
事
と
な
る
の
で

あ
ゐ
。
昭
和
五
年
の
所
得
分
配
統
計
仁
現
は
れ
て
み
る
統
計
は
、

貨
は
前
年
の
昭
和
四
年
の
所
得
分
配
の
委
を
持
し
て
ゐ
る
の
で

来世

主主

所
得
分
理
鴻
計
白
百
九
九
方
法

あ
る
。
叉
、
配
営
金
は
、
他
の
所
得
と
異
り
、
四
割
だ
け
少
〈

所
得
分
配
統
計
に
現
は
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ーー一) 

か
く
て
樟
押
出
し
得
た
る
第
三
穏
所
得
に
到
し
、
戎
は

所
得
源
の
如
何
に
よ
り
叉
は
所
得
の
使
途
の
如
何
に
よ
り

定
金
額
を
控
除
し
て
然
る
後
に
課
税
す
る
の
で
あ
る
。

所
得
源
に
開
閉
す
る
緩
和
規
定
と
し
て
は
、
所
得
総
額
一
高

千
闘
以
下
の
場
合
に
限
り
、
勤
妙
所
制
刊
に
封
し
一
定
頼
。
ゼ
校
除

せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
第
十
五
僚
の
定
む
る
所
で
あ
る
。

第
十
王
係
前
傾
ノ
規
定
ニ
依
リ
算
出
シ
タ
ル
所
得
力
所
得
棉
額
}

高
二
千
回
以
下
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
得
中
動
勢
所
得
(
前
傑
第
一

項
第
三
股
及
第
五
減
ノ
所
得
)
一
一
付
左
ノ
金
額
ヲ
拷
除
ス

一
所
得
縛
額
六
千
羽
以
下
十
ル
ト
キ
ハ
勤
勢
所
得
ノ
+
分
ノ
ニ

ニ
所
得
誠
街
中
動
勢
所
得
以
外
/
所
得
六
千
国
以
上
ナ
ル
ト
4

ハ
動
勢
所
得
ノ
十
分
ノ
一

所
得
鴻
額
六
千
園
ヲ
超
ェ
動
勢
所
得
以
外
ノ
所
得
大
千
岡
未

満
ナ
ル
ト
キ
ハ
勤
労
所
得
中
勤
勢
所
得
以
外
ノ
所
得
ト
合
算

シ
テ
六
千
国
三
選
ス
ル
迄
ノ
金
額
ノ
十
分
ノ
一
一
、
其
ノ
他
ノ

金
抑
制
ノ
十
分
ノ
一

(
以
下
略

d

所
得
の
使
途
に
つ
い
て
は
、

第
十
六
僚
が
扶
養
家
政
に
胸
す

第
三
十
一
巻

司、、ド」
i
y
p
-

第
六
渡



織
機

l
!
1
1
1
1
u
!
i
j

雑

日
門
特
分
配
統
計
匹
研
究
方
法

総

ゐ
控
除
を
定
め
、
第
十
六
僚
/
一
一
が
保
険
料
の
差
引
を
規
定
し

て
ゐ
る
。
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
十
六
依
前
ニ
傑
ノ
規
定
ニ
杭
リ
算
出
シ
タ
ル
所
得
総
額
三
千
困

以
下
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
得
7
有
ス
ル
者
ノ
申
請
一
一
依
日
其
ノ
所

得
ヨ
n
y
其
ノ
年
一
一
一
月
一
日
現
在
ノ
同
居
ノ
戸
主
及
家
族
中
年
齢
十

八
歳
未
満
若
ハ
六
十
設
以
上
ノ
者
又
ハ
不
具
嬢
疾
者
一
人
ユ
付
百

困
ヲ
拷
除
ス
但
V
第
二
傑
ノ
規
定
-
一
依
ル
納
税
義
務
者
ュ
付
一
ア
ハ

1

5

、~一ム
h
r
f

A
M
J
r

川
町
…

J
J
J
T
l
j

(
以
下
略
)

第
十
六
傑
ノ
三
自
己
若
ハ
家
族
叉
ハ
其
ノ
相
編
入
ヲ
保
険
受
取
人

ト
九
作
生
命
保
険
契
約
ノ
魚
昌
一
柳
込
ミ
タ
ル
保
険
料
ρ

年
額
二
百

固
ヲ
限
リ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ユ
依
H
本
人
ノ
申
請
品
依
り
其
ノ
所

得
ヨ

P
之
ヲ
控
除
ス

従
っ
て
、
所
得
分
配
統
計
に
現
は
れ
て
く
る
第
三
種
所
得
に

つ
い
て
考
へ
る
と
、
そ
の
僅
の
姿
の
も
の
も
あ
り
、
或
は
二
重

二
重
仁
軽
減
せ
ら
れ

τゐ
る
も
の
も
あ
る
。

第
三
種
所
得
の
累
進
階
段

以
上
、
第
三
種
所
得
の
内
容
ぞ
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

第
二
十
億
の
免
税
鮪
及
び
第
二
十
三
僚
の
累
準
階
段
を
利
用
す

第

る
事
に
よ
り
、
所
得
分
配
統
計
を
作
製
す
る
事
が
出
来
る
。

第
三
十
一
巻

、、、、、

一
p

p

p

第
穴
抗

有
し

τゐ
る
。

所
得
税
法
第
二
十
保
及
び
第
二
十
三
僚
は
次
の
如
き
内
移
を

第
二
十
係
第
三
種
ノ
所
得
ハ
千
三
自
国
z

減
タ
サ
ル
ト
キ
ハ
所
得

税
ヲ
謀
セ
ス
第
十
五
係
、
第
十
大
飯
及
第
十
六
傑
ノ
一
一
プ
規
混
-
一

依
ル
控
除
ヲ
符
シ
ダ
ル
熔
千
二
万
四
二
糊
タ
サ
ル
品
安
リ
グ
ル
ト

キ
亦
凶
uy

(
以
下
略
)

第
一
己
都
f

附
尚
一
一
刑
判
只
η
所
帰
ー
机
、
別
得
品
此
附
制
7
左

ノ
各
紋
=
匝
分
シ
遁
戎
ュ
各
税
率
ヲ
適
用
uv

テ
之
ヲ
賦
課
ス
包
シ

山
林
ノ
所
得
ハ
山
林
以
外
ノ
所
得
ト
之
ヲ
医
分
U
其
ノ
所
得
7
五

分
シ
nT
ル
金
額
=
封
uv
此
ノ
税
率
ヲ
適
用
シ
テ
算
出
シ
ダ
ル
金
額

ヲ
五
倍
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
其
ノ
税
額
ト
ス

千

二

育

園

以

下

ノ

金

額

百

分

ノ

0
・八

千

二

百

困

ヲ

超

品

ル

金

額

百

分

ノ

二

千

五

百

回

ヲ

超

ユ

ル

命

額

百

分

ノ

三

二

千

回

ヲ

超

ユ

ル

金

額

百

分

ノ

四

三

千

関

ヲ

超

ユ

ル

金

額

百

分

ノ

五

五

千

国

ヲ

超

ユ

ル

金

額

百

分

ノ

六

・

五

七

千

回

ヲ

超

ユ

ル

金

綴

百

分

ノ

八

一
高
固
ヲ
超
A

ル

金

繍

百

分

ノ

九

・

五

一
高
五
千
回
ヲ
超
品
ル
金
額
百
分
ノ
十
一

二
高
岡
ヲ
超
A

ル

金

額

百

分

ノ

十

三

制
品
ん
一
十
一
一
一
陣



三
世
両
国
ヲ
超
ユ
ル
金
抑
制

五
高
岡
ヲ
超
ユ
ル
金
網

七
諸
国
ヲ
超
ユ
ル
金
額

寸
高
凶
ヲ
超
ユ
ル
金
額

二
十
高
岡
ヲ
峰
ユ
ル
合
初

五
十
市
内
岡
ヲ
超
ユ
ル
金
額

百
鶴
岡
ヲ
趨
ユ
ル
金
-
徹

二
百
諸
国
ヲ
超
ユ
ル
金
銀

4

一
二
百
山
内
岡
ヲ
経
ユ
ル
命
抑
制

四
百
品
問
ヲ
制

?ρ
金
制

(
以
下
略
)

百
分
ノ
十
五

百
分
ノ
十
七

百
分
ノ
十
九

百
分
ノ
二
十
一

百
分
ノ
二
十
一
一
一

百
分
ノ
二
十
五

百
分
ノ
二
十
七

百
分
ノ
三
十

子
、
-
P
E二
一
三

τ支
〆
一
一
一
イ

百
分
ノ
百
十
J

ハ

第
二
十
傑
の
売
税
鮪
と
第
二
十
一
二
傑
の
泉
準
階
段
2
h
E
利
用

し
、
そ
の
所
得
階
段
に
属
す
る
人
員
を
調
査
す
る
と
、
千
二
五
日

来
る
の
で
あ
る
。

園
以
上
の
第
三
種
所
得
に
つ
き
分
配
統
計
冶
作
製
す
る
事
が
出

最
近
の
統
計
年
鑑
、
印
ち
第
四
十
八
回
帝
国
統
計
年
鑑
を
見

る
と
、
第
三
種
所
得
に
関
連
し
て
昭
和
二
年
現
在
の
所
得
額
別

表
が
掲
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
の
表
よ
り
「
所
得
金
額
」
の
数
字

と
「
所
得
税
納
税
人
員
」
の
数
字
と
み
-
陣
載
し
、
此
等
二
穫
の
数

均
十
に
基
き
「
所
得
税
納
税
人
員
一
入
賞
匂
卒
均
金
額
L

を
算
定
す

雑

銀

所
得
分
間
統
計
白
田
明
党
方
法

第

表

る
と
、
失
の
第
一
表
ぞ
得
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

昭
和
二
年
第
一
一
二
樫
所
得
額
別
表

1

納品人民 i什闘)l金 額 冊
|所刊 l所得金額 平均所得

数 11，002，6
二百岡 1

下 l
千回 [

下 l
千 岡 l

下

221ー 諮 問
f尋i以下
領!三高岡
別 1 以下

J高 岡
下

品開
下

高閲
よ

1 ，()68 

1，154 

:~，-105 ， G7D 

日.t，ヨG;i

08-1，0リI

~2] O'7:::~ 

50品、品o:，:~

第

2ヲ100

-4，2DS 

.，.!Ol 

.l:~， tJG7 

27，;)26 

81，005 

7υ6，;;3:1 

日77，0:3;)

2.jO， !J :!i~， 

~1-1， 11_m 

。6，9jO
1-11，8-11 

321九1:.;

87，7:;::; 

:)3，901 

1;)，日日目

3， f:i:2 L 

1，75} 

種

所
得
税
法
第
二
十
僚
に
於
て
は
千
二
百
聞
に
満
た
ざ
る
第
三
一

種
所
得
は
兎
稔
せ
ら
れ
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
第
一
去
の

所
謂
「
千
二
百
鴎
以
下
」
の
階
段
は
「
千
二
百
園
」
の
階
段
の

五
千
園
}

か
く
考
ふ
れ
ば
、
「
五
千
闘
以
下
」
(
二
千
闘
ー

の
卒
均
所
得
金
額
が
二
千
百
九
十
闘
と
な
っ
て
ゐ
る

意
味
で
あ
る
。

第
三
十
一
巻

八
八
九

E
Z
H
ル
司
向
中
川
ザ
恥
加
戸
、

b
d
ω
v
y
e

一

命

剖

Z

一首V
叩尚一一プ

第
六
時
蜘

一
一

第四十九回日本帝国統計年鑑366頁， (17句[1) 



雑

i>7< 

所
得
分
配
統
計
四
研
究
方
法

の
は
恕
す
べ
し
と
す
る
も
、
「
千
三
百
倒
」
の
所
得
そ
有
す
る
人

の
平
均
所
得
合
額
が
千
六
十
人
間
、
コ
一
千
悶
以
下
」
(
千
二
回

幽

l
-
一
千
厨
)
が
千
百
五
十
四
国
、
一
-
一
寓
園
以
下
」
(
五
千
悶

l

一
一
両
国
)
が
四
千
二
円
九
十
八
川
、
「
三
南
側
以
下
」

l

一
高
岡

l

二
宮
内
闘
)
が
七
千
四
月
二
閥
、
一
五
高
闘
以
下
」
二
一
宙
開
同
1

五

高
岡
)

が
一
前
二
一
千
九
十
日
六
十
七
側
、
「
十
高
山
岡
以
下
」
(
五
百

同
卜
市
内
川
州
、

:
:
I
J
:
L一
1

-

t

H
、

-
5
1
I
e
-
-

4
μ
:
官

H
t
T
J
J
F
I
こ
4
i
i
ノ
h

u

'

t
寸
官

μ
R
;ム
1
4
L

/¥ 
i~~~; 

ごf
.:6: 
lil] 
F 

J，;" 

'.，) 
L 

if!~~ 
d) 

;:r、
1'Ii: 

IJ'n 

升;
JシJ

it 

す
る
の
で
あ
る
。
か
ご
心
不
都
介
ぞ
資
ん
す
原
因
は
次
め
規
定

で
あ
る
。

第
二
十
三
傑
:
・
・
:

前
項
ノ
場
合
品
於
テ
戸
主
及
其
ノ
同
居
家
族
ノ
所
得
金
額
ハ
之
ヲ

令
算
シ
其
ノ
組
制
ニ
劃
シ
枕
時
十
ヲ
適
用
シ
テ
算
出
シ
タ
ル
金
額
ヲ

各
其
ノ
所
得
金
納
品
案
分
シ
テ
各
支
ノ
校
級
ヲ
定
ム
戸
主
ト
別
居

ス
ル
二
人
以
上
ノ
同
日
山
家
族
ノ
所
得
金
徹
ユ
付
亦
同
シ

第
二
十
三
僚
の
第
二
項
の
規
定
に
本
き
、
戸
主
が
五
千
八
百

同
の
所
得
を
布
し
、
二
人
の
同
居
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
四
千
附
と

千
二
百
耐
と
の
所
得
。
ぞ
右
す
る
時
に
は
、

一
家
の
所
仰
を
合
計

し
て

一
高
千
闘
と
な
る
が
放
に
、

本
来
な
・
り
ば
二
一
i
二
百
附

第
三
十
一
巻

人
丸
O

第
占
ハ
就

一一一回

人
と
「
二
千
困
五
千
間
」
一
人
と
寸
五
千
厨
1

一
南
風
」
と
な
る

べ
-ad
世
一
向
に
拘
ら
守
、
統
計
書
に
於
て
は
「
一
高
闘
|
二
宮
内
国
L

の

所
得
階
段
に
納
税
人
員
を
一
二
人
戸
主
一
人
と
同
居
家
族
二
人

と
数
へ
ゐ
事
に
本
つ
て
ゐ
る
。
放
に
問
符
税
納
税
人
員
の
統

討
は
所
得
役
統
計
と
し
て
は
一
燃
の
僧
位
が
み
の
ゐ
か
も
知
れ
な

い
が
、
特
一
戸
口
出
の

Mm
附
や
測
定
す
る
に
位
り
て
は
全
く
の
段
数
に

品
千
百
炉
、
C

J吋

Jご
」

J
J
'匂

然
」
リ
ば
如
何
じ
し
て
此

ω山
山
政
や
訂
同
す
べ
き
や

と
一
五
ふ
仁
、
納
税
人
員
数
よ
り
内
家
払
mw
分
的
数
字
を
性
除
し

て
、
納
税
戸
数
冶
算
定
す
べ
き
で
め
る
じ
例
へ
ば
昭
和
五
年
度

に
於

τ、
納
税
人
民
と
内
家
族
の
分
と
納
税
戸
数
止
の
三
者
の

回
開
係
を
表
示
す
れ
ば
、

第
二
表
の
如
く
で
あ
る
。

従
来
、
我
闘
に
於
て
は
第
一
一
一
種
所
初
の
分
配
統
計
に
闘
し
貴

京
な
る
M
M
仇
が
後
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

然
れ
ど
も
此
等
の
観
者

の
対
ん
ど
全
部
は
納
税
人
口
日
を
北
川
艇
と
し
て
議
論
在
進
め
ら

れ
、
納
税
戸
数
に
つ
い
て
は
全
く
棄
て
、
問
問
み
な
い
の
で
あ

る
。
然
れ
ど
も
、
か
、
る
出
岨
教
に
近
き
納
税
人
民
を
基
礎
と
し

て
所
得
分
配
絞
討
を
調
査
し
に
の
で
は
、
決
し
て
医
鵠
を
作
る

事
が
出
来
志
い
の
で
あ
る
c

故
に
私
は
大
正
九
年
凶
よ
り
総
消



論
議
誌
上
に
於
て
、
納
税
人
員
よ
り
内
家
族
の
分
必
差
引
き
に

る
納
税
戸
数
を
採
則
す
べ
き
一
宇
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
表

昭
和
五
年
第
一
一
一
種
所
得
税
納
税
戸
数
表

-
数
一

6
8
3
7
3
2
1
0
7
5
7
5
7
0
4
1
1
2
0
0

一日

園
つ
一

4
5
8
6
5
8
8
1官
呂

0

8

4

4

7

2

3

2

1

B

-
F
一5
8
2
8
0
3
5
5
2
3
5
8
4
1
1

一
酌

一
概
一
川
尚
一
川
肌
肌
恐
立
弘
子
「
一

m
一

和
出
釦
釦
2
E動
引
湖
町
刑
制
ー
一
工

一峰山'一向山
4
『

q
h
4
4
0川i
叫

内

川

町

!

?

?

打

一

九

一

回両目

5
8
4
4
1
1
1

一
部
一

山判制一

1
4
3
Z
月
日
ハ
V
U
A
1
0
“
日
日
日
r
l
'
υ
仰

け

凶
~
一
山
崎
。
リ
0リ内
O
Aリけリ内リ可
AA7
リ
40
心、υみ
A内ササ
wO1t
、J
》
d

一、予』
h

-A

一6
3
3
7
0リ
6
o
n
u
s吐
9
0
0
0
2
1
3

一

U
-

見

-
m
D
L
S
F
h
n
y
d
F角
川
向
。
円
札
ふ
え
I

L

一
色
-

!

i

1

5

A

5

3

2

1

j

-

M
酬
に
い
い
凶
同
川

H
l十
十
I
l
-
-
i
!
I
l
l
-
一川一

一
白
リ
Aリ
Aリハリハリ
Aリハリハリハリハリハリ
Aり
Aリ
AVAげのリ
Aリ
内
リ
一
喧

巾

1d
一
向
U
Aリη
リ
Aリ
AUAり
AUAVAVAリハリ
AVAりのりのりのり
Aリ
A

V

-

-

調剖司一一同
υAOnリハリ
AUAU
、けりのりの
U
Aり
nり
Aリハリハリハ
U
ハり
AU
ハH
u

-

-

J
E

一
1
2
3
5
7
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

↑

'

t
u

え

一

司

』

守

』

9d
りけ
EOFdnu
ハV
A
U
Qり
の
り
の
り
の
り
一
-

mb
一

司

i
9
τ
o
O
Q
U
Aリハ
υ

一
-

1
2
2
4
支

一

階

一

二

三

」

こ

こ

こ

こ

こ

」

二

一

一

計

nunリ
Aリ
AUAυAUAり
Aりハりハり
Aリ
Aリハりのリハリ山リ
oリ

Aリ
Aリ一

Aりハリ
Aり
Aリ
Aリハリハリ
Aリハリハリハリハリれりハリリ

nυAVAUAリハり
AO

一

2
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

一

1
1
1
2
3
3
7
0
a
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一

-A1A
りdワ
οwO
同I40uoリハりの
u
nリ
AVAリ一

1
2
8
0
0
0
0
一

1
2
3
L
 

得所

第
四

我
闘
の
所
得
分
配
統
計

我
闘
に
於
け
る
所
作
分
配
統
計
の
基
礎
を
な
す
第
三
種
所
付

が
如
何
な
る
内
容
を
有
し
、
累
準
階
段
は
如
何
に
分
布
せ
ら
れ

雑

録

所
得
分
間
統
計
白
研
究
方
法

河
川
ボ
剃
幽
官
官
叩
1

て
ゐ
る
か
は
、
前
二
項
に
於
て
明
か
に
し
に
附
で
あ
る
。
十
な
に

第
三
種
別
得
じ
関
す
る
統
計
数
字
に
去
、
ぎ
、
昭
和
元
年
よ
れ
昭

和
五
年
に
亙
る
最
近
四
年
間
に
我
固
の
所
得
分
配
統
計
が
如
何

な
る
寅
欣
を
示
し
て
ゐ
る
か
や
研
究
し
.
第
一
二
去
と
し
て
各
所

符
階
段
に
開
局
す
ゐ
納
税
戸
数
の
分
布
表
ゆ
信
仰
に
の
で
あ
る
。

我
図
の
岡
氏
所
件
の
絶
針
翻
が
幾
何
に
上
っ
て
ゐ
ゐ
か
、
図

民
一
人
官
。
金
額
は
幾
何
で
あ
る
か
の
故
ι
千
は
、
内
閣
統
計
局

必
怖
の
公
判
仙
の
川
川
究
機
淵
-

あ
る
o
然
れ
ど
も
夫
に
一
歩
セ
進
め
、
此
等
の
凶
民
所
得
が
各
人

の
聞
に
相
針
的
に
幾
何
な
る
割
合
で
分
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
、

貧
富
の
懸
隔
が
大
な
り
や
小
な
り
や
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第

三
稜
所
得
の
統
計
に
基
く
所
得
分
配
統
計
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
而
し
て
所
得
分
配
統
計
の
閲
際
比
較
ぞ
行
ふ
に

蛍
り
て
は
、
如
何
な
る
所
得
税
法
の
下
に
如
何
な
る
方
法
に
よ

り
所
得
分
配
統
計
が
算
出
せ
ら
れ
た
か
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
此
意
味
に
於
い
て
、
我
闘
の
第
三
積
所
得
の
内
容
及
び
累

蓮
階
段
を
研
究
す
る
事
は
、
所
得
一
分
配
統
計
の
図
際
比
較
を
完

成
す
る
上
に
賃
益
あ
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
十
一
巻

八:

九

第
六
披

五

..." 

日

疋z 
z 

F

-

い
も
P
L

高野博士;所得枕統計に基き我国に於付み園児所i寺の増進及び其分間Eに淘ア

る司干究(統計撃研究414-518]'り
土方博士;我園児於ける所{暑の分布(幸子Mt~~TI品選第七巻第三放)
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l
E
t
e
t
T守
主
3
t

雑で

銭

京
都
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